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重要事項説明書 

  

１．事業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．事業目的、保育理念、・目標・運営方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  事業者の名称     武蔵野市特定地域型保育事業 

             家庭的保育室 鈴木ママの家 

 

  代表者氏名      保育士 鈴木かすみ 

    

  事業所の所在地    東京都武蔵野市八幡町 3－8－3 

 

事業所の電話番号   TEL/FAX  0422－37－5772 

携帯電話   090－4420－8811 

 

事業の目的    武蔵野市の特定地域型保育事業保育室として、地域の保育を 

          必要とする保護者および乳幼児の支援を行います。 

保育理念     ０歳児から２歳児までの乳幼児を、家庭的な雰囲気のもとで 

         きめ細かな保育を行い、その心身の健全な育成を図り、 

          ３歳児への成長・発展につなげます。 

保育目標     安全・安心の保育 

          豊かな感性と思いやりの心を育てます。 

運営方針     基本的生活習慣を養い、様々な体験を通し創造性・自主性を 

          育てます。また食育（食べる楽しみ）を重視します。 
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３．保育施設の概要 

名称   家庭的保育室鈴木ママの家 

 

所在地   東京都武蔵野市八幡町 3－8－3 

 

認可年月日   平成２７年 ４月１日 

 

電話番号   TEL／FAX：（0422）37－8811 

              携帯電話：090－4420－8811 

 

施設長氏名   鈴木かすみ 

 

入所定員    ０歳：１名  １歳：２名  ２歳：２名 

（０～２歳５名）     （令和５年４月の状況） 

 

職員数   家庭的保育者１名 家庭的保育補助者５名 調理員１名 

 

保育事業の種類  家庭的保育事業 

 

職員への研修実施状況 ・家庭的保育者基礎研修（東京都実施／７日間） 

     および随時研修 

    ・武蔵野市全体研修（随時） 

 

連携施設嘱託医  武蔵野市立 千川保育園嘱託医 田原医院（田原順雄） 

          伊藤歯科（伊藤元之） 

 

  連携施設          武蔵野市立 千川保育園（行事参加・SOS連携 

（SOSコール事業参照）） 

 

４．開所日・開所時間および開所日 

開所日  月曜日から金曜日まで 

 

開所時間  ８時００分から１８時００分まで 

（但し基本時間は、８時半から１７時までの８時間以内となります） 

 

  延長保育時間 基本契約時間を超えた時間を延長保育時間とし、８時から８時半 

までと１７時以降は時間外となります。基本時間の８時間以内でも

時間外に入る場合は延長時間となります。 
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  休所日  土、日曜日・祝日および夏休み（５日間） 

   年末年始（１２月２９日～１月３日） 

   家庭的保育事業者の不測の事態の時、休みになります。 

   その際、連携保育園（千川保育園）に依頼します。 

   （連携園の事情によっては預かれない場合があります） 

    連携園…後述。SOSコール事業を参照 

５．施設の概要 

   

 建物  木造３階建ての１階 

 

 施設の内容 保育室１室・ほふく室１室 面積３３．６㎡ 

   調理室６．１４㎡ トイレ／洗面所・手洗い 

   保育使用合計面積３９．７４㎡ 

 

 設備の種類 冷暖房等 

 

 安全保障 乳幼児賠償責任保険加入（東京海上日動火災） 

            日本スポーツ振興センター 

 

６．職員体制 

 

常勤 

                  資格    備考 

施設長     鈴木かすみ     保育士   現任研修終了   

                        基礎研修終了 

調理員                     保育と兼任 
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７．保育計画 

   

組・グループごと保育計画 

０歳児  離乳完成・食事への意欲／睡眠、食事、排泄リズムの確立 

  １歳児  あいさつ・交流重視／外に出て自然を感じ、感覚を磨く 

  ２歳児  食事、簡単な更衣、靴の着脱およびトイレトレーニング 

◎誕生日会 避難訓練（毎月）身体測定（毎月）・検診（内科：年 2回、歯科：年１回） 

    ◎保護者会 個別面談（随時） 

 

８．毎日の保育の流れ 

０８：３０ みんなが揃うまで 年間行事等
CDを聞きながら室内遊び

　　４月　　入所・進級式
０９：３０ 公園散歩（中央公園、四丁目公園など） 　　５月　　こどもの日

　　７月　　七夕祭り
着替え・手洗い・うがい 　　９月　　お月見

　　１０月　ハロウィン
１１：００ 昼食 　　１２月　クリスマス会

検温・歯磨き・絵本タイム 　　２月　　節分
１２：００ 　　３月　　ひな祭り・卒所式

お昼寝
１４：３０

１５：００ おやつ

お迎えまで自由遊び、お絵かき、工作
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

１７：００

1日の保育スケジュール

 

 

   屋外活動  

     午前中に中央公園などにお散歩に行きます。 

     その他の公園：大師公園 四丁目公園 市民の森公園 八幡町公園 

            関前公園 こうちゃん公園など 

連携保育園：千川保育園園庭開放・豆まきに参加 
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９ 食事について 

昼食・おやつ・捕食 

保護者の方へ、月末に翌月の献立表をお配りしています。 

（週単位になる場合もあります） 

アレルギー等への対応 

  使用する食材の中でアレルギーなどで食べられないものがありましたら、 

 事前にご連絡ください。また食べた事のない物があれば事前に自宅で試して  

みて下さい。 

 衛生管理等 

  保育士・保育補助者・調理員は、毎月細菌検査を行っています。 

  毎月初：保育士・保育補助者・調理員（調理員：夏場月２回） 

  毎朝、開所時間前に室内清掃・消毒等を実施します。 

 

１０ ＳＯＳコール事業における連携施設について 

   当保育室は千川保育園とＳＯＳ連携を締結しており、下記のＳＯＳコール事業が必要と

なった場合は、千川保育園での代替保育となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武蔵野市家庭的保育者ＳＯＳコール事業 

   

    家庭的保育者ＳＯＳ事業とは 

       家庭的保育者が緊急に保育を行うことが困難になった場合、 

       連携保育で受託児童の代替保育を行うもので、鈴木ママの家の連携 

       保育園は千川保育園となっています。 

    代替保育の対象となる状況 

       ◆家庭的保育者が急な発熱や怪我で保育が困難な場合 

       ◆家庭的保育者の受託児童の怪我などで緊急に通院を要する場合 

       ◆家庭的保育者の親族の緊急事態（入院・看護・忌引き等）の場合 

         

    利用できる日・時間 

       曜日：月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く） 

       時間：午前８時３０分～午後５時００分 

          ※上記時間外でのお預けは応相談 

 

    利用料金は無料となります。 
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１１ 入園時に必要な書類等 

 (1) 保護者の連絡先を明確にするもの 

 (2) 児童の体調を確認するもの（病歴、予防接種の記録やアレルギー等） 

 (3) 児童の嗜好や生活習慣を知るもの 

 

１２ 保育室と保護者の連絡について 

(1)  乳幼児の保育室での状況や家庭での状況を相互連絡しあうために連絡帳 

   「あゆみ」を活用します。 

   体温、食事、遊び、覚えたこと、挑戦していること、失敗したこと、 

    排便状況など乳幼児の様子を、保育施設側はもちろんですが、保護者も 

    家庭での様子をできるだけ詳細に記入するようにしてください。 

(2)  月に１回、「保育園便り」を発行します。月の行事や共通連絡事項及び食育・ 

保健だよりを同時発行します。 

 

１３ 保護者の方が用意するもの 

(1)  入園時に要するもの  （別途しおり参照） 

(2)  毎日持参するもの   （手拭きタオル、食事用エプロン、着替えなど） 

   ※別紙参照 

 

１４ 保護者会について 

    ・保護者との個別の面談は随時行っていきます。（保護者からの要望にも随時応え 

ます） 

    ・保育室からは行事や出来事、子供達の様子をあゆみの他、口頭でもお知らせします。 

     また保護者のご意見もいただく場としています。 

    ・時期は個別に相談の上、都合の良い日を定めます。 

 

１５ 健康診断について 

(1)  健康診断 

年に２回、嘱託医が健診をします。健診の結果については、児童票（日々の成長記録） 

および連絡帳「あゆみ」に記載します。 

 

(2)  身体測定 

   毎月２５日頃に、身長・体重の測定を行います。結果については、各児童票および 

   「あゆみ」に記載します。 

 

   (3)歯科検診 

   年に１回嘱託歯科医が検診をします。検診結果については、歯科検診票および「あゆみ」 

   に記載します。 
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１６ 保育料等 

   (1)保育料 

                     円／月（武蔵野市が決定した金額） 

   （なお、保育料の階層区分は毎年９月に変更となります） 

 

   (2)随時の延長保育料 

   １回あたり２５０円／１５分 

 

１７ 支払い方法 

    現金払い（毎月７日までに） 

 

１８ 保育施設利用にあたっての留意事項 

 

(1) 欠席する場合または入室時間が遅れる場合 

 

   当日に欠席の連絡をする場合または入室が遅れる場合は、その日の予定入室時刻までに 

   ご連絡願います。 

 

(2) お迎えが遅れる場合 

 

   お迎えが遅れる場合は、原則として随時の延長保育扱いとなりますので、下記(7)の通り 

   １７時までにご連絡願います。 

 

   (3)毎朝の体温等の確認 

 

   入室前に必ず体温や健康状態の確認を行ってください。 

 

   (4)感染症について 

 

   麻疹（はしか）・百日咳・水疱瘡・耳下腺炎等の感染症にかかった場合は、医師の登園 

   （登所）許可が出るまでお休みしてください。 

 

   (5)発熱や嘔吐・下痢がある場合について 

 

   ３７．５度以上の熱がある場合や、嘔吐・下痢がある場合は熱がなくても、入室を控え

てください。 

   (6)投薬について 
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   医療行為に当たるため行いません。 

 

   (7)随時に延長保育が必要な場合 

 

   当日１７時までにご連絡願います。 

 

   (8)送迎時の注意事項（保育室以外の敷地は立ち入り禁止） 

 

   当保育室は建物のみの賃貸契約となっており、その他の敷地は私有地です。 

保育室の建物以外の敷地（庭など）は業者の車両が常時出入りしているため危険です 

ので、立ち入ることのないようご注意下さい。 

また保育室の外門付近は五日市街道に面しているので大変危険です。 

   ※保護者の責任においてお子様を見守っていただき、決して敷地（庭など）に立ち入っ

たり、公道に飛び出すことのないようにご注意ください。 

 

１９ 賠償責任保険の加入 

   対人賠償  １事故につき５億円・１名につき２億円 

   対物賠償  １事故につき１００万円 

 

２０ 緊急時の対応方法 

(1) 保育中に容態の変化があった場合は、あらかじめ保護者が指定した緊急連絡先へ 

連絡をし、嘱託医または主治医へ連絡をとるなど必要な措置を講じます。 

(2) 保護者と連絡が取れない場合には、乳幼児の身体の安全を最優先させ、当施設が 

責任をもって、しかるべき対処を行いますので、あらかじめご了承願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡施設嘱託医   氏名        田原医院  田原順雄 

          所在地       関前３－３－９ 

          電話番号      （０４２２）５１－８４５８ 

          氏名        伊藤歯科  伊藤元之 

          所在地       緑町１－６－２６ 

          電話番号      （０４２２）５５－４６６０ 

救急隊       所轄消防署名    武蔵野消防署 

          所在地       武蔵野市吉祥寺北町４－６－１ 

          電話番号      （０４２２）５１－０１９９ 
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２１ 非常災害時の対策 

 

    避難・消火訓練 

      火災および地震を想定した避難・消火訓練および不審者対策の避難訓練を 

（月１回）実施します。 

     

    防災設備 

      煙・火災感知器、消火器、その他（防災頭巾・ヘルメット・避難備品袋） 

 

    避難場所 

      第一避難場所：千川小学校 

      第二避難場所：中央公園 

 

２２ 保育内容に関する相談・苦情 

    

   (1) 鈴木ママの家  苦情解決責任者 

     鈴木かすみ ０４２２－３７－５７７２（平日１８時以降） 

            

(2)  その他 窓口 

武蔵野市役所 こども育成課 ０４２２－６０－１８５４ 

     苦情担当第三者委員 飯田純子 ０４２２－５２－６２５２ 八幡町地区３丁目民生員 

                              福田睦子 ０４２２－３８－９９２３ 緑町 2-3-38-203 

 

(3)  解決方法 

〈受付方法〉 

     面接・電話・書面などにより、随時受け付けます。 

     また、職員の誰にでも言っていただいて結構です。  

     なお、担当課の子ども育成課・第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。 

    〈解決方法〉 

     苦情解決責任者は、苦情申し出人と、誠意をもって話し合い、解決に努めます。 

     その際、苦情申出人は行政担当課・第三者委員の助言や立会いを求めることもでき

ます。 

     なお、担当課・第三者委員の立会いによる話し合いは、次の通り行います。 

① 苦情内容の確認 

② 解決案の調整、助言  

警察署       所轄警察署名    武蔵野警察署 

          所在地       武蔵野市中町２－１－２ 

          電話番号      （０４２２）５５－０１１０ 
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③ 話し合いの結果や改善事項等の確認 

 

 

(4)  その他 

     保育制度、入所に関する事項については市役所子ども育成課にお問い合わせ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利
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課苦情担当第三者委

員 


